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京都市下京区四条通り高倉西入る立売西町 79

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に検算して1.500キロリットル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又lt第3号該当事業者 (大規模題送事業者 (トラック又はパス100台以上/タ クシー150台以

上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖rヒ対策条例施行規則第10条第4身該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3,000トン

平成  18 年   4 月  ～  平 成

全社、全部門での環境マネジメントシステム 「

①資源の有効活用、②廃薬物の削減と有効活用、
(I S 0 14991)2003年2月取得」
③環境にやさしい商品の提供

を構築、祉続的に改善を図ります。
包装容器の取り扱いに積極的に取り組みます。

―`機器の導入を図る。

社長を環境管理責任者として環境マネジメン トシステム 「I S 014001J(2003年 2月取得)組 織と同じ,
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温暖化対策に
よる温室効果
〃スの削減量

自然エネルギーを利用した
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l■は、2003年2月に環境マネジメン トシステム (IS01400りをFlx得、毎牛内部原売駈全を実力Lし、ZUUじ竹引In7L首全に0官 情、年

ごとの目標項目を達成すべく、従業員一人一人が環境への取り組みを実践 してお ります。平成 16年 3月 景観の向上と忠いの場

をコンセプ トにヒー トアイランド現象、大気汚染防止、建物のltr熱・保温効果による省エネを目的に屋上緑rヒ(芝生、植儲475

IP)を 設置 じました。
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